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毎週火 金曜日発行･

公布 条例

◇ 鳥取県行政手続条例 一部 改正 条例（ ）（県民室）………………………………………

鳥取県個人情報保護条例 一部 改正 条例（ ）（〃）………………………………………

鳥取県行政財産使用料条例 一部 改正 条例（ ）（管財課）………………………………

任期付職員 採用等 関 条例 一部 改正 条例（ ）（職員課）………………………

鳥取県税条例 一部 改正 条例（ ）（税務課）………………………………………………

◇鳥取県行政手続条例 一部 改正 条例

書類 提出者 教示等 関 事項（第 条関係）

（ ） 知事等又 提出先機関 、当該知事等又 提出先機関 書類 提出者 対 、提出 書類 、

鳥取県情報公開条例 規定 開示 請求 対象 教示 。

、書類 郵送 他 持参 方法 提出 場合 教示 別途費用 要

、 限 。

（ ） 知事又 提出先機関 、（ ） 書 該当 場合 、提出 書類 補正 命

他 提出者 対 連絡 行 、当該提出者 対 （ ） 本文 内容 教示

努 。

（ ） 知事等又 提出先機関 、提出 求 書類 事務 必要 最小限 範囲 留意

、提出者 求 応 、当該書類 提出 求 理由 示 。 、提出者

、当該書類 提出 必要 思料 、知事等又 提出先機関 対 、 旨 申 出

。

（ ） 知事等又 提出先機関 、（ ） 申出 受 、当該申出 内容 検討 上、検討結果 申

出者 回答 、必要 応 、適切 措置 講 。

法律等 基 処分等 関 措置 関 事項（第 条関係）

知事等 、法律等 基 処分等 、 準 措置 講 努 。

他所要 規定 整備 行 。

条例 、平成 年 月 日 施行 。

◇鳥取県個人情報保護条例 一部 改正 条例

適正管理（第 条関係）

（ ） 実施機関 、個人情報 適正 管理 必要 措置 講 義務（現行 努力義務）

。

（ ） 実施機関 、管理 必要 個人情報 確実 速 消去（当該個人情報 判読

裁断 他 措置 講 上 廃棄 場合 含 。）（現行 廃棄又

消去） 。

された のあらまし

の を する

の を する

の を する

の に する の を する

の を する

の を する

の への に する

は は は への の に し された は

の により の の となることを するものとすることとした ただ

し が その の によらない により された であって に を すると

きは この りでないこととした

は は のただし に する であっても された の を ず

るときその の に する を うときは に し の の を するよう

めるものとすることとした

は は を める は に な の とするよう するとと

もに の めに じ の を める を すものとすることとした また

は を する がないと するときは は に し その を し

ることができることとした

は は の を けたときは の を の を

に するとともに に じ な を ずるものとすることとした

に づく に する に する

は に づく について に じた を ずるよう めるものとすることとした

その の の を うこととした

この は から することとした

の を する

は の な のために な を ずる があるこ

ととした

は する がなくなった を かつ やかに を す

ることができないように その の を じた でこれを する を む は

しなければならないこととした

条 例 70

71

72 12

73 14

74 23

39

42

17

４

６

１

１

２ １

１

３

４ ３

２

１

３

４ ４ １

１ ９

１

２

目 次



平成 年 月 日 火曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号16 12 28 1922

２ １ ３

１

２

３

４

３ ２

４ ３ ２

５

６

１

２

２ １

１

３

１

４

１

５ １ ４

６ ５

７

８

１ ４ １

利用停止（第 条、第 条 ～第 条関係）

（ ） 何人 、開示 受 自己 関 個人情報 次 該当 認 、実施機関

対 、 定 措置（以下「利用停止」 。） 請求 。

条例 違反 収集 、利用 、又 消去 当該個人情報 利用 停止又 消去

条例 違反 提供 当該個人情報 提供 停止

（ ） 実施機関 、利用停止 請求 、必要 調査 行 、当該利用停止 請求 理由

認 、当該実施機関 個人情報 適正 取扱 確保 必要 限度 、当

該利用停止 請求 係 個人情報 利用停止 。 、当該個人情報

利用停止 、当該個人情報 利用目的 係 事務 性質上、当該事務 適正 遂行

著 支障 及 認 、 限 。

（ ） 実施機関 、利用停止 請求書 提出 、当該利用停止 請求書 提出 日 起

算 日以内 、利用停止 請求 係 個人情報 利用停止 決定

。

（ ） 実施機関 、個人情報 利用停止 旨 決定 、速 、利用停止請求 係 個人

情報 利用停止 。

公文書 存否 関 情報（第 条 関係）

開示請求 対 、個人情報 存否 答 非開示情報 開示 、個人情報

存否 明 開示請求 拒否 。

事案 移送（第 条 、第 条 関係）

開示及 訂正 請求 対 、正当 理由 、他 実施機関 対 、協議 上、事案 移送

。

個人情報 開示等 請求 係 適用除外（第 条関係）

司法警察職員等 行 処分等 係 個人情報 、実施機関 取 扱 個人情報 開示、訂正及

利用停止 請求 関 規定 適用 除外 規定 設 。

罰則（第 条～第 条関係）

（ ） 実施機関 職員若 職員 者又 個人情報 取 扱 業務 従事 者若 従

事 者 、正当 理由 、個人 秘密 属 事項 記録 公文書等 、一

定 事務 目的 達成 特定 個人情報 電子計算機 用 検索 体

系的 構成 （ 全部又 一部 複製 、又 加工 含 。） 提供 、

年以下 懲役又 万円以下 罰金 処 。

（ ）（ ） 者 、 業務 関 知 得 公文書等 記録 個人情報 自己若 第三者 不

正 利益 図 目的 提供 、又 盗用 、 年以下 懲役又 万円以下 罰金 処

。

（ ） 実施機関 職員 職権 濫用 、専 職務 用以外 用 供 目的 個人 秘密 属

事項 記録 文書、図画又 電磁的記録 収集 、 年以下 懲役又 万円以下

罰金 処 。

（ ） 鳥取県個人情報保護審議会 委員及 委員 者 条例 規定 違反 秘密 漏

、 年以下 懲役又 万円以下 罰金 処 。

（ ）（ ） （ ） 、県 区域外 罪 犯 者 適用 。

（ ） 偽 他不正 手段 、開示決定 基 個人情報 開示 受 者 、 万円以下 過料

処 。

他所要 規定 整備 行 。

施行期日等

（ ） 条例 、平成 年 月 日 施行 。
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（ ） 鳥取県情報公開条例 所要 規定 整備 行 。

◇鳥取県行政財産使用料条例 一部 改正 条例

職員 行政財産 土地等 通勤等 駐車場 使用 場合 使用料 額 使用 許可

受 者 受益 程度、近傍類似 土地 賃貸料等 勘案 知事 別 定 額 。

（別表関係）

他所要 規定 整備 行 。

条例 、平成 年 月 日 施行 。

◇任期付職員 採用等 関 条例 一部 改正 条例

任期 定 職員 採用 要件 拡大（新第 条関係）

（ ） 任命権者 、職員 次 業務 期間 限 従事 公務 能率的運営 確保

必要 場合 、職員 任期 定 採用 。

一定 期間内 限 終了 見込 業務

一定 期間内 限 業務量 増加 見込 業務

（ ） 任命権者 、法律 任期 定 任用 職員以外 職員 （ ） 又 業

務 係 職 任用 場合 、職員 当該業務以外 業務 期間 限 従事 公務

能率的運営 確保 必要 、職員 任期 定 採用

。

短時間勤務職員 任期 定 採用（新第 条関係）

（ ） 任命権者 、短時間勤務職員 （ ） 又 業務 従事 公務 能

率的運営 確保 必要 場合 、短時間勤務職員 任期 定 採用

。

（ ） 任命権者 、（ ） 、住民 対 職員 直接提供 ー 、 提

供時間 延長 、若 業務 繁忙 期間 提供体制 充実 、又 延長 提供時間若

充実 提供体制 維持 必要 場合 、短時間勤務職員 当該 ー 係 業

務 従事 公務 能率的運用 確保 必要 、短時間勤務職員 任期

定 採用 。

（ ） 任命権者 、（ ）及 （ ） 、職員 修学部分休業、介護休暇等 承認 受 勤務

時間 短時間勤務職員 当該職員 業務 従事 当該業務 処理 適当

認 場合 、短時間勤務職員 任期 定 採用 。

任期 特例（新第 条関係）

又 採用 職員 任期 上限 年 超 年 場合 、

（ ） 業務 終了 時期 当初 見込 超 更 一定期間延長 場合 他 得 事情

又 任期 定 採用 職員又 短時間勤務職員 任期 延長 必要 場合

又 任期 定 採用 趣旨 反 場合 。

他所要 規定 整備 行 。

施行期日等

（ ） 条例 、公布 日 施行 。

（ ） 次 条例 、所要 規定 整備 行 。

職員 給与 関 条例

現業職員 給与 種類及 基準 関 条例

職員 勤務時間、休暇等 関 条例

雇用機会創出 知事等及 職員 給与 特例、鳥取県雇用機会創出支援基金 設置並 職
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改 正 後 改 正 前

目次

第 章～第 章 略

第 章 補則（第 条 第 条）

（書類 提出者 教示等）

目次

第 章～第 章 略

第 章 補則（第 条 第 条）

１ ５

６ －

１ ５

６ －37 43 37 42

の への

員 定数等 特例 関 条例

企業局企業職員 給与 種類及 基準 関 条例

病院局企業職員 給与 種類及 基準 関 条例

県費負担教職員 勤務時間、休暇等 関 条例

◇鳥取県税条例 一部 改正 条例

産業廃棄物処分場税 関 事項（目次、第 条、第 条、第 条、第 条、第 条 、第 条～

第 条、附則関係）

産業廃棄物処分場税 関 事項 規定 。

自動車税 関 事項（第 条関係）

自動車税 納期 始期 月 日（現行 月 日） 。

他

他所要 規定 整備 行 。

施行期日等

（ ） 条例 、公布 日 施行 。

（ ） 鳥取県産業廃棄物処分場税条例 廃止 。

（ ）（ ） 伴 所要 経過措置 講 。

鳥取県行政手続条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県行政手続条例 一部 改正 条例

鳥取県行政手続条例（平成 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中条 表示 下線 引 条（以下「移動条」 。） 対応 同表 改正後 欄

中条 表示 下線 引 条（以下「移動後条」 。） 存在 場合 、当該移動条 当該移動後条

、移動後条 対応 移動条 存在 場合 、当該移動後条（以下「追加条」 。） 加 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（条 表示 除 。以下「改正部分」 。） 当該改正部分

対応 同表 改正後 欄中下線 引 部分（条 表示及 追加条 除 。） 改 。
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第 条 知事等又 提出先機関 、当該知事又 提出先

機関 書類 提出 者又 提出 者

（以下「提出者」 。） 対 、提出 書類

、鳥取県情報公開条例（平成 年鳥取県条例第 号）

第 条第 項 規定 公文書 同条例 開

示 請求 対象 教示 。

、書類 郵送 他 持参 方法

提出 場合 教示 別 費用

要 、 限 。

知事又 提出先機関 、前項 書 該当 場

合 、提出 書類 補正 命

他 提出者 対 連絡 行 、当該提出者

対 同項本文 定 内容 教示 努

。

知事等又 提出先機関 、提出 求 書類 事務

必要 最小限 範囲 留意

、提出者 求 応 、当該書類 提出 求

理由 示 。 場合 、提出者

、当該書類 提出 必要性 思料

、知事等又 提出先機関 対 、 旨 申 出

。

知事等又 提出先機関 、前項後段 規定 申

出 受 、当該申出 内容 検討 上、当該

検討 結果 当該申出 者 対 回答

、必要 応 、適切 措置 講 。

（条例 教示）

第 条 略

（補助金等 条例 適用）

第 条 略

（法律等 基 処分等 関 措置）

第 条 知事等、法令 当該知事等 異 県 機

関 法第 条第 号 規定 申請 提出先

場合 当該機関、同号 規定 許認可等

携 者又 法第 条第 項 規定 主宰者 、

法第 条第 号 規定 処分又 同条第 号 規定

届出 第 条第 号 規定 処分又 同条

第 号 規定 届出 該当 以外 （法

他 法律又 法律 基 命令 規定 法

規定 全部又 一部 適用

除 。） 、第 条 、第 条第 項、第

条又 第 条 定 措置 準 措置 講

努 。

（委任）

第 条 略

（条例 教示）

第 条 略

（補助金等 条例 適用）

第 条 略

（法律等 基 処分等 関 措置）

第 条 知事等、法令 当該知事等 異 県 機

関 法第 条第 号 規定 申請 提出先

場合 当該機関、同号 規定 許認可等

携 者又 法第 条第 項 規定 主宰者 、

法第 条第 号 規定 処分又 同条第 号 規定

届出 第 条第 号 規定 処分又 同条

第 号 規定 届出 該当 以外 （法

他 法律又 法律 基 命令 規定 法

規定 全部又 一部 適用

除 。） 、第 条 、第 条第 項又

第 条 定 措置 準 措置 講 努

。

（委任）

第 条 略
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改 正 後 改 正 前

目次

第 章 略

第 章 実施機関 取 扱 個人情報 保護

第 節 略

第 節 開示、訂正及 利用停止 請求（第 条

第 条）

第 節 略

第 章～第 章 略

第 章 罰則（第 条 第 条）

附則

（目的）

第 条 条例 、個人 尊厳 基本的人権 尊重

社会 基礎 見地 個人情報 保護 重要

、個人情報 適正 取扱 確

保 関 必要 事項 定 、県 管理

個人情報 開示、訂正、利用 停止、消去及 提供

停止 求 権利 明 、 個人 権利利

益 保護 図 目的 。

（適正管理）

目次

第 章 略

第 章 実施機関 取 扱 個人情報 保護

第 節 略

第 節 開示及 訂正 請求（第 条 第 条）

第 節 略

第 章～第 章 略

附則

（目的）

第 条 条例 、個人 尊厳 基本的人権 尊重

社会 基礎 見地 個人情報 保護 重要

、個人情報 適正 取扱 確

保 関 必要 事項 定 、県 管理

個人情報 開示及 訂正 求 権利 明 、

個人 権利利益 保護 図 目的 。

（適正管理）
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26

41 46

12 26

附 則

条例 、平成 年 月 日 施行 。

鳥取県個人情報保護条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県個人情報保護条例 一部 改正 条例

鳥取県個人情報保護条例（平成 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中条、項及 号 表示 下線 引 条、項及 号（以下本則 「移動条項等」

。） 対応 同表 改正後 欄中条、項及 号 表示 下線 引 条、項及 号（以下本則

「移動後条項等」 。） 存在 場合 、当該移動条項等 当該移動後条項等 、移動後条項等

対応 移動条項等 存在 場合 、当該移動後条項等（以下本則 「追加条項等」 。）

加 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（号 表示 除 。以下本則 「改正部分」 。） 対

応 同表 改正後 欄中下線 引 部分（号 表示並 追加条項等 除 。以下本則 「改正後

部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、改正部分 対応 改正後部分

存在 場合 、当該改正部分 削 、改正後部分 対応 改正部分 存在 場合 、当該改正

後部分 加 。

この は から する

の を する をここに する

の を する

の を のように する

の の の び の に が かれた び において
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て という が する には を とし に
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の の の が かれた の を く において という に

する の の が かれた の びに を く において
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を える
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平成 年 月 日 火曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号16 12 28 192 7

第 条 実施機関 、個人情報 漏 、滅失及 損

防止 他個人情報 適正 管理 必要 措

置 講 。

略

実施機関 、管理 必要 個人情報

確実 速 消去（当該個人情報 判読

裁断 他 措置 講 上

廃棄 場合 含 。） 。

第 節 開示、訂正及 利用停止 請求

（開示義務）

第 条 実施機関 、開示請求 係 個人情報 次 各

号 掲 情報 含 場合 除 、

当該個人情報 開示 。

（ ） 略

（ ） 開示 、開示請求者（第 条第

項 規定 代理人 本人 代 開示請求

場合 、当該本人 。次号及 第

号 同 。） 生命、健康、生活又 財産

害 情報

（ ） 開示請求者以外 個人 関 情報（事業 営

個人 当該事業 関 情報 除 。）

特定 個人 識別 、若 識別 得

又 特定 個人 識別 、公

、 個人 権利利益 侵害

。 、次 掲 情報 除 。

法令 規定 又 慣行 公 、又

公 予定 情報

人 生命、健康、生活又 財産 保護

公 必要 認 情報

当該個人 公務員等 場合

職務 遂行 係 情報 含 当該公務員等

職 名称 他職務上 地位 表 名称及 氏名

（当該公務員等 権利利益 不当 侵害

情報 規則 定 除 ）並

当該職務遂行 内容

（ ） 法人 他 団体（国、独立行政法人等、地方

公共団体、地方独立行政法人及 公社 除 。）

関 情報又 開示請求者以外 個人 営 事業

関 情報 、開示 、当該法

人 他 団体又 個人 競争上又 事業運営上

地位 他正当 利益 害 認

（ ） 略

（ ） 開示 、犯罪 予防、鎮圧又 捜

査、公訴 維持、刑 執行 他 公共 安全 秩

序 維持 支障 生 実施機関

認 相当 理由 情報

（ ） 略

第 条 実施機関 、個人情報 漏 、滅失及 損

防止 他個人情報 適正 管理 必要 措

置 講 努 。

略

実施機関 、管理 必要 個人情報

確実 速 廃棄 、又 消去

。

第 節 開示及 訂正 請求

（開示義務）

第 条 実施機関 、開示請求 係 個人情報 次 各

号 掲 情報 含 場合 除 、

当該個人情報 開示 。

（ ） 略

（ ） 本人以外 者 個人情報（個人 営 事業 関

情報 除 。） 、開示

当該個人 正当 利益 害

（ ） 法人 他 団体（国、独立行政法人等、地方

公共団体、地方独立行政法人及 公社 除 。）

関 情報又 本人以外 個人 営 事業 関

情報 、開示 、当該法人

他 団体又 個人 競争上又 事業運営上 地位

他正当 利益 害 認

（ ） 略

（ ） 開示 、人 生命、身体、財産、

地位又 生活 保護、犯罪 予防又 捜査 他

公共 安全 秩序 維持 支障 生

情報

（ ） 略
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（ ） 略

（公文書 存否 関 情報）

第 条 開示請求 対 、当該開示請求 係 個人

情報 存在 否 答 、非開示情

報 開示 、実施機関 、当該個

人情報 存否 明 、当該開示請求 拒

否 。

（開示決定等 関 事案 移送）

第 条 実施機関 、開示請求 係 個人情報 他

実施機関 提供 、 他他

実施機関 第 条第 項 決定（以下「開示

決定等」 。） 正当 理由

、当該他 実施機関 協議 上、当該他 実

施機関 対 、事案 移送 。 場

合 、移送 実施機関 、開示請求者

対 、事案 移送 旨 書面 通知

。

前項 規定 事案 移送 、移送

受 実施機関 、当該開示請求 開

示決定等 。 場合 、

移送 実施機関 移送前 行為 、移送 受

実施機関 。

前項 場合 、移送 受 実施機関 開示

決定 、当該実施機関 、開示 実施

。 場合 、移送 実

施機関 、当該開示 実施 必要 協力

。

（訂正決定等 関 事案 移送）

第 条 実施機関 、訂正請求 係 個人情報 第

条 第 項 規定 基 開示 係

、 他他 実施機関 第 条第 項 決

定（以下「訂正決定等」 。）

正当 理由 、当該他 実施機関 協議

上、当該他 実施機関 対 、事案 移送

。 場合 、移送 実施機関

訂正請求者 対 、事案 移送 旨 書面 通

知 。

前項 規定 事案 移送 、移送

受 実施機関 、当該訂正請求 訂

正決定等 。 場合 、

移送 実施機関 移送前 行為 、移送 受

実施機関 。

前項 場合 、移送 受 実施機関 訂正

決定 、移送 実施機関 、当該訂正

決定 基 訂正 実施 。

（ ） 略８
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（利用停止請求）

第 条 何人 、第 条第 項又 第 条第 項

規定 開示 受 自己 関 個人情報 次

各号 該当 認 、実施機関

対 、当該各号 定 措置（以下「利用停止」

。） 請求 。

（ ） 第 条 規定 違反 収集 、第

条 規定 違反 利用 又 第 条

第 項 規定 違反 消去 当

該個人情報 利用 停止又 消去

（ ） 第 条 規定 違反 提供

当該個人情報 提供 停止

前項 請求（以下「利用停止請求」 。） 、

本人 請求 得 理由

認 場合 、代理人

。

（利用停止請求 方法）

第 条 利用停止請求 者 、次 掲

事項 記載 利用停止請求書 実施機関 提出

。

（ ） 利用停止請求 者 氏名及 住所

（ ） 利用停止請求 係 個人情報 特定

必要 事項

（ ） 利用停止請求 内容及 理由

（ ） 代理人 利用停止請求 場合 、

理由

（ ） 他規則 定 事項

利用停止請求 者 、実施機関 、自

己 当該利用停止請求 係 個人情報 本人又

代理人 証明 必要 書類

規則 定 提出 、又 提示

。

第 条第 項及 第 項 規定 、利用停止請求書

形式上 不備 認 場合 準用

（利用停止 義務）

第 条 実施機関 、利用停止請求

必要 調査 行 、当該利用停止請求 理由

認 、当該実施機関 個人情報 適正

取扱 確保 必要 限度 、当該利用停

止請求 係 個人情報 利用停止

。 、当該個人情報 利用停止

、当該個人情報 利用目的 係 事務 性質上、当

該事務 適正 遂行 著 支障 及

認 、 限 。

（利用停止請求 対 決定等）

第 条 実施機関 、第 条 第 項 利用停止請

24 15 19

24

13

24

24 24

の も は の

により を けた に する が の

のいずれかに すると めるときは

に し に める と

いう を することができる

の に して されたとき

の に して されているとき は

の に して されていないとき

の の は

の に して されているとき

の の

の という は

が することができないやむを ない があ

ると められる には によってすることが

できる

の

の をしようとする は に

げる を した を に

しなければならない

をしようとする の び

に る を するために

な

の び

によって をする は そ

の

その で める

をしようとする は に

が に る の はその

であることを するために な として

で めるものを し は しなければなら

ない

び の は

に の があると める について する｡

の

の は があったときは､

な を い に があると

めるときは における の

な いを するために な で

に る の をしなければならな

い ただし の をすることによ

り の に る の

の な に しい を ぼすおそれがあ

ると められるときは この りでない

に する

は の の

３ １ ２

１ ７ ８

９

３

２ ８

２

４

１

２

３

４

５

２

３ ３ ４

５
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求書 提出 、当該利用停止請求書 提出

日 起算 日以内 、利用停止請求 係

個人情報 利用停止 決定

。 場合 、第 条第 項

書 規定 準用 。

前項 規定 、実施機関 、 得

理由 、同項 規定 期間 日以内

限 延長 。 場合 、実

施機関 、速 、利用停止請求書 提出 者

（以下「利用停止請求者」 。） 対 、延長

理由及 期間 書面 通知

。

実施機関 、第 項 決定 、速

利用停止請求者 対 、当該決定 内容 書面

通知 。 場合 、個人

情報 利用停止 旨 決定 、当該決

定 理由 付記 。

実施機関 、個人情報 利用停止 旨 決定

、速 、利用停止請求 係 個人情報

利用停止 。

（不服申立 場合 手続）

第 条 実施機関 、第 条第 項、第 条第 項又

前条第 項 決定 行政不服審査法（昭和 年

法律第 号） 規定 基 不服申立 場

合 、次 掲 場合 除 、速 、鳥取県個人

情報保護審議会 諮問 。

（ ）及 （ ） 略

略

（他 制度 調整）

第 条 他 法令（鳥取県情報公開条例（平成 年鳥取

県条例第 号） 除 。） 個人情報 開示、訂正又

利用停止 請求 規定 、当該他 法令

定 。

法令 規定 開示 受 個人情報 当

該法令 訂正若 利用停止 請求 規定 場

合又 法令 規定 個人情報 内容 免許証、許

可証、通知書 他 書類 記載 、 既

本人 交付 場合 、 個人情報

第 条第 項又 第 条第 項 規定 開示 受

個人情報 、第 条第 項又 第 条

第 項 規定 適用 。

（鳥取県個人情報保護審議会）

第 条 略

～ 略

委員 、職務上知 秘密 漏

。 職 退 後 同様 。

（不服申立 場合 手続）

第 条 実施機関 、第 条第 項又 第 条第 項

決定 行政不服審査法（昭和 年法律第 号）

規定 基 不服申立 場合 、次 掲

場合 除 、速 、鳥取県個人情報保護審議会

諮問 。

（ ）及 （ ） 略

略

（他 制度 調整）

第 条 他 法令（鳥取県情報公開条例（平成 年鳥取

県条例第 号） 除 。） 個人情報 開示又 訂正

請求 規定 、当該他 法令 定

。

法令 規定 開示 受 個人情報 当

該法令 訂正 請求 規定 場合又 法令 規定

個人情報 内容 免許証、許可証、通知書

他 書類 記載 、 既 本人 交付

場合 、 個人情報 第 条第 項又

第 条第 項 規定 開示 受 個人情報

、第 条第 項 規定 適用 。

（鳥取県個人情報保護審議会）

第 条 略

～ 略

委員又 委員 者 、職務上知 得 個人情

報 他人 知 、又 不当 目的 使用

が されたときは が

された から して に に

る を するかどうかの をしなけれ

ばならない この においては ただ

し の を する

の にかかわらず は やむを な

い があるときは に する を

に り することができる この において

は やかに を した

という に して

する び を により しなければならな

い

は の をしたときは やかに､

に して の を によ

り しなければならない この において

を しない の をしたときは

の を しなければならない

は を する の をし

たときは やかに に る を

しなければならない

てがあった の

は は

の について

の に づく てがあった

は に げる を き やかに

に しなければならない

び

の との

の

を く に の

は の の があるときは の

の めるところによる

の により を けた について

に しくは の の のない

は の により の が

その の に され これらが に

に されている には これらの を

は の により を

けた とみなして は の

の を する

は ることができた を らしては

ならない その を いた も とする

てがあった の

は は の

について

の に づく てがあった は に げ

る を き やかに

に しなければならない

び

の との

の

を く に の は

の の があるときは の の めると

ころによる

の により を けた について

に の の のない は の

により の が その

の に され これらが に に されて

いる には これらの を は

の により を けた とみ

なして の を する

は であった は り た

をみだりに に らせ は な に し
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８

２ ２ ２

１

２

２

３

６

２

１

１

７

１

８略

（適用除外）

第 条 略

第 章第 節 規定 、次 掲 個人情報

、適用 。

（ ） 刑事事件若 少年 保護事件 係 裁判、

検察官、検察事務官若 司法警察職員 行 処

分、刑若 保護処分 執行、更生緊急保護又

恩赦 係 個人情報（当該裁判、処分若 執行

受 者、更生緊急保護 申出 者又 恩赦

上申 者 係 限 。）

（ ） 刑事訴訟法（昭和 年法律第 号）第 条

規定 訴訟 関 書類及 押収物 記録

個人情報

（ ） 漁業法（昭和 年法律第 号）第 条 規定

免許漁業原簿 記録 個人情報

第 章 罰則

（罰則）

第 条 実施機関 職員若 職員 者又 第

条 規定 基 個人情報 取 扱 業務 従事

者若 従事 者 、正当 理由

、個人 秘密 属 事項 記録 公文書

等 、一定 事務 目的 達成 特定

個人情報 電子計算機 用 検索

体系的 構成 （ 全部又 一部

複製 、又 加工 含 。） 提供

、 年以下 懲役又 万円以下 罰金 処

第 条 前条 規定 者 、 業務 関 知 得

公文書等 記録 個人情報 自己若 第三

者 不正 利益 図 目的 提供 、又 盗用

、 年以下 懲役又 万円以下 罰金 処 。

第 条 実施機関 職員 職権 濫用 、専

職務 用以外 用 供 目的 個人 秘密 属

事項 記録 文書、図画又 電磁的記録 収集

、 年以下 懲役又 万円以下 罰金

処 。

第 条 第 条第 項 規定 違反 秘密 漏

者 、 年以下 懲役又 万円以下 罰金 処

第 条 第 条 前条 規定 、県 区域外

条 罪 犯 者 適用 。

。

略

（適用除外）

第 条 略38
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41
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100
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44 37

50
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いのに の に する が された

であって の の を するために

の を を いて することができ

るように に したもの その は を

し は したものを む を したとき

は の は の に する｡

に する が その に して り

た に された を しくは

の な を る で し は したと

きは の は の に する

の がその を して らそ

の の の に する で の に す

る が された は を

したときは の は の に

する

の に して を らした

は の は の に する｡

から までの は の にお

いてこれらの の を した にも する

てはならない
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第 条 偽 他不正 手段 、開示決定 基

個人情報 開示 受 者 、 万円以下 過料

処 。

改 正 後 改 正 前

（罰則）

第 条 第 条第 項 規定 違反 秘密 漏

者 、 年以下 懲役又 万円以下 罰金 処 。

（罰則）

第 条 第 条第 項 規定 違反 秘密 漏

者 、 年以下 懲役又 万円以下 罰金 処 。

改 正 後 改 正 前

別表（第 条関係）

土地

区分
使用料

単位 金額

略

水道事業、

事業

等

使用

場合

略

他 使用面積

平方

ー

年

基準額

別表（第 条関係）

土地

区分
使用料

単位 金額

略

水道事業、

事業

等

使用

場合

略

他 使用面積

平方

ー

年

基準額

46

43 24

50

43 24

30

りその の により に づ

く の を けた は の に

する

の に して を らした

は の は の に する

の に して を らした

は の は の に する

ガス

のため

させ

る

その

のもの メ

トルに

つき

ガス

のため

させ

る

その

のもの メ

トルに

つき

５

４

１

４

１

２

１

１

１

２

１

１

１

附 則

（施行期日）

条例 、平成 年 月 日 施行 。

（鳥取県情報公開条例 一部改正）

鳥取県情報公開条例（平成 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分 同表 改正後 欄中下線 引 部分 改 。

鳥取県行政財産使用料条例 一部 改正 条例 交付 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県行政財産使用料条例 一部 改正 条例

鳥取県行政財産使用料条例（昭和 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下線

引 部分（以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、

改正後部分 対応 改正部分 存在 場合 、当該改正後部分 加 。

次 表 改正後 欄 表中太線 囲 部分 加 。

１ ４ １

２ ２

７
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の の の の で まれた を える
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12

16 12 28

39

鳥取県条例第 号72
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通勤等 駐車

場 使用

場合

使用面積

平方

ー

年

使用 許可 受

者 受益 程度、近

傍類似 土地 賃貸

料等 勘案 知事

別 定 額

略

建物

区分
使用料

単位 金額

会議室

使用

場

合

略

県
庁
舎
講
堂
以
外

会
議
室

非
木
造

木

造

使用面積

平方

ー

時

間

円

円

通勤等 駐車

場 使用

場合

使用面積

平方

ー

年

使用 許可 受

者 受益 程度、近

傍類似 建物 賃貸

料等 勘案 知事

別 定 額

他

場合

略

略

備考

及 略

土地 係 使用期間 年未満 、又

期間 年未満 端数 、次

定 計算 。

（ ） 略

（ ）（ ）以外 場合 、日割

計算 。 、 難 場合 、

知事 別 定 。

略

建物 使用料 額 年額 定

係 使用期間 年未満 若

期間 年未満 端数 又 使用

料 額 月額 定 係 使用期

間 月未満 若 期間 月

未満 端数 、日割 計算

。 、 難 場合 、

知事 別 定 。

～ 略

略

建物

区分
使用料

単位 金額

会議室 略

県
庁
舎
講
堂
以
外

会
議
室

非
木
造

木

造

使用面積

平方

ー

時

間

円

円

他 略

略

備考

及 略

土地 係 使用期間 年未満 、又

期間 年未満 端数 、次

定 計算 。

（ ） 略

（ ） 他 場合 、日割

計算 。 、 難 場合 、知

事 別 定 。

略

建物 使用料 額 月額 定

係 使用期間 月未満 、又

期間 月未満 端数 、日割

計算 。 、

難 場合 、知事 別 定

。

～ 略

のため

として させ

る

メ

トルに

つき

の を ける

の の

の の

を して

が に める

と

して

させる

の

メ

トルに

つき
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として させ

る

メ

トルに

つき

の を ける

の の

の の

を して

が に める

その の

び

に る が であるとき

はその に の があるときは に

めるところにより するものとする

の にあっては りをもっ

て する ただし これにより い は

が に めるところによる

のうち の が で められている

ものに る が であるとき しく

はその に の があるとき は

の が で められているものに る

が であるとき しくはその に

の があるときは りをもって す

るものとする ただし これにより い は

が に めるところによるものとする

の

メ

トルに

つき

その

び

に る が であるとき

はその に の があるときは に

めるところにより するものとする

その の にあっては りをもって

する ただし これにより い は

が に めるところによる

のうち の が で められている

ものに る が であるとき は

その に の があるときは り

をもって するものとする ただし これによ

り い は が に めるところによるも

のとする

１

１

２

１

１ ５

１

１

３

１ ２

３ １

１

１

２ １

４

５

１

１

１ １

６ ８

２

１

１ ５

３

１ ２

３ １

１

１

２

４

５

１

１

６ ８
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改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第 条 条例 、地方公共団体 一般職 任期付職

員 採用 関 法律（平成 年法律第 号。以下

「法」 。）第 条第 項及 第 項、第 条、

第 条、第 条第 項並 第 条第 項及 第 項

並 地方公務員法（昭和 年法律第 号）第 条

第 項及 地方教育行政 組織及 運営 関 法律

（昭和 年法律第 号）第 条 規定 基 、職

員（法第 条第 項本文 規定 職員 。以下

同 。） 任期 定 採用及 任期 定 採用

職員 給与 特例 関 必要 事項 定

。

（職員 任期 定 採用）

第 条 略

第 条 任命権者 、職員 次 各号 掲 業務

期間 限 従事 公務 能率的

運営 確保 必要 場合 、職員 任

期 定 採用 。

（ ） 一定 期間内 限 終了 見込

業務

（ ） 一定 期間内 限 業務量 増加 見込

業務

（趣旨）

第 条 条例 、地方公共団体 一般職 任期付職

員 採用 関 法律（平成 年法律第 号。以下

「法」 。）第 条第 項及 第 項並 第

条第 項並 地方公務員法（昭和 年法律第 号）

第 条第 項及 地方教育行政 組織及 運営 関

法律（昭和 年法律第 号）第 条 規定 基

、職員（法第 条第 項 規定 職員 。以

下同 。） 任期 定 採用及 任期 定 採用

職員 給与 特例 関 必要 事項 定

。

（任期 定 採用）

第 条 略

１

３ １ ２ ４

５ ６ ２ ７ １ ２

６

２ １

２

３

１

２

１

３ １ ２ ５

１

６

２ １

２

この は の の

の に する

という び

びに び

びに

び の び に する

の に づき

に する をいう

じ の を めた び を めて さ

れた の の に し な を めるもの

とする

の を めた

は を の に げる のい

ずれかに を って させることが の

を するために である には を

を めて することができる

の に り することが まれる

の に り の が まれる

この は の の

の に する

という び びに

びに

び の び に す

る の に づ

き に する をいう

じ の を めた び を めて

された の の に し な を めるも

のとする

を めた

14 48

25 261 24

31 162 42

14 48

25 261

24

31 162 42

この は から する

の に する の を する をここに する

の に する の を する

の に する の を のように する

の の の の に が かれた において という に する

の の の に が かれた において という が する には

を とし に する が しない には に

おいて という を える

の の の が かれた の を く において という に

する の の が かれた の び を く において

という が する には を に め に する が

しない には を える

条例 、平成 年 月 日 施行 。

任期付職員 採用等 関 条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

任期付職員 採用等 関 条例 一部 改正 条例

任期付職員 採用等 関 条例（平成 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中条 表示 下線 引 条（以下本則 「移動条」 。） 対応 同表

改正後 欄中条 表示 下線 引 条（以下本則 「移動後条」 。） 存在 場合 、

当該移動条 当該移動後条 、移動後条 対応 移動条 存在 場合 、当該移動後条（以下本則

「追加条」 。） 加 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（条 表示 除 。以下本則 「改正部分」 。） 対

応 同表 改正後 欄中下線 引 部分（条 表示及 追加条 除 。以下本則 「改正後部分」

。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、改正後部分 対応 改正部分 存在

場合 、当該改正後部分 加 。
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２

４ ２ ２

１

２

３ ２

１ ２ １

２ ６

３ ３

９ １

５ ６ ２

３ １ １

３

６ ７ １ ２ ３ ５ １

任命権者 、法律 任期 定 任用 職

員以外 職員 前項各号 掲 業務 係

職 任用 場合 、職員 当該業務以外

業務 期間 限 従事 公務 能率的運

営 確保 必要 、職員 任期

定 採用 。

（短時間勤務職員 任期 定 採用）

第 条 任命権者 、法第 条第 項 規定 短時間

勤務職員（以下「短時間勤務職員」 。） 前条

第 項各号 掲 業務 従事

公務 能率的運営 確保 必要 場合

、短時間勤務職員 任期 定 採用

。

任命権者 、前項 規定 、住民 対

職員 直接提供 ー 、 提

供時間 延長 、若 業務 繁忙 期間

提供体制 充実 、又 延長 提供時間若

充実 提供体制 維持 必要 場合

、短時間勤務職員 当該 ー 係 業務 従事

公務 能率的運用 確保 必要

、短時間勤務職員 任期 定 採用

。

任命権者 、前 項 規定 、職員 次

掲 承認 受 勤務 時間 短時間勤

務職員 当該職員 業務 従事 当該業務

処理 適当 認 場合 、短時

間勤務職員 任期 定 採用 。

（ ） 地方公務員法第 条 第 項 規定 承

認

（ ） 職員 勤務時間、休暇等 関 条例（平成

年鳥取県条例第 号）第 条 規定 介護休暇

承認

（ ） 地方公務員 育児休業等 関 法律（平成

年法律第 号）第 条第 項 規定 承認

（任期 特例）

第 条 法第 条第 項 規定 条例 定 場合

第 条第 項第 号 掲 業務 終了 時期 当初

見込 超 更 一定 期間延長 場合

他 得 事情 同条又 前条 規定

任期 定 採用 職員又 短時間勤務職員 任

期 延長 必要 場合 第 条又 前条 規

定 任期 定 採用 趣旨 反 場合

。

（任期 更新）

第 条 任命権者 、法第 条第 項及 第 項 規定

任期 更新 場合 、 職員 同

（任期 更新）

第 条 任命権者 、法第 条第 項 規定 任期

更新 場合 、 職員 同意 得

は により を めて される

の を に げる のいずれかに

る に する において を の

に を って させることが の

を するために であるときは を を

めて することができる

の を めた

は に する

という を

に げる のいずれかに させること

が の を するために である

には を を めて することが

できる

は の によるほか に して

により されるサ ビスについて その

を し しくは が な における

を し はその した しく

は した を する がある におい

て を サ ビスに る に

させることが の を するために

であるときは を を めて す

ることができる

は の によるほか が に

げる を けて しない について

を の に させることが

を するために であると める には

を を めて することができる

の の による

の に する

の による

の

の に する

の による

の

に する で める は､

に げる の の が

の みを えて に の された その

やむを ない により は の により

を めて された は の

を することが な で は の

により を めて した に しない と

する

の

は び の

により を する には あらかじめ の

の

は の により

を する には あらかじめ の を なけ
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意 得 。

（給与 関 特例）

第 条 略

（給与条例 適用除外等）

第 条 略

（人事委員会規則 委任）

第 条 略

。

（給与 関 特例）

第 条 略

（給与条例 適用除外等）

第 条 略

（人事委員会規則 委任）

第 条 略

改 正 後 改 正 前

（昇給等 基準）

第 条 略

～ 略

職員（地方公務員 育児休業等 関 法律（平成

年法律第 号）第 条第 項又 任期付職員 採

用等 関 条例（平成 年鳥取県条例第 号）第

条若 第 条 規定 任期 定 採用

職員 除 。次項 第 項 同 。）

現 受 号給 受 至 時 、 月

下 期間 良好 成績 勤務 、 号

給上位 号給 昇給 。 、第

項又 第 項 規定 号給 決定 場合

、他 職員 権衡上必要 認 、人

事委員会規則 定 、当該期間 短縮

。

～ 略

第 条 地方公務員法第 条 第 項 規定

短時間勤務 職 占 職員（以下「短時間勤務職員

」 。） 給料月額 、前条 規定 、

同条 規定 給料月額 、職員 勤務時間、休暇

等 関 条例（平成 年鳥取県条例第 号。以下

「勤務時間条例」 。）第 条第 項若 第

項又 県費負担教職員 勤務時間、休暇等 関

条例（平成 年鳥取県条例第 号。以下「県費負担教

職員勤務時間条例」 。）第 条第 項若

（昇給等 基準）

第 条 略

～ 略

職員 現 受 号給 受 至 時 、

月 下 期間 良好 成績 勤務 、

号給上位 号給 昇給 。 、

第 項又 第 項 規定 号給 決定 場合

、他 職員 権衡上必要 認 、

人事委員会規則 定 、当該期間 短

縮 。

～ 略

第 条 地方公務員法第 条 第 項 規定

短時間勤務 職 占 職員（以下「再任用短時間勤

務職員」 。） 給料月額 、前条第 項 規定

、同項 規定 給料月額 、職員

勤務時間、休暇等 関 条例（平成 年鳥取県条例

第 号。以下「勤務時間条例」 。）第 条第

項又 県費負担教職員 勤務時間、休暇等 関 条

例（平成 年鳥取県条例第 号。以下「県費負担教職

員勤務時間条例」 。）第 条第 項 規定

を なければならない

に する

の

への

ればならない

に する

の

への

の

の に する

は の

に する

しくは の により を めて され

た を く から までにおいて じ

が に けている を けるに った から

を らない を な で したときは

の に させることができる ただし

は の により が された に

おいて の との と めるときは

の めるところにより を

することができる

の の に する

の を める

という の は の にかかわらず

の による に の

に する

という しくは

は の に する

という しくは

の

が に けている を けるに った から

を らない を な で したときは

の に させることができる ただし

は の により が された

において の との と めるときは

の めるところにより を

することができる

の の に する

の を める

という の は の

にかかわらず の による に の

に する

という

は の に する

という の によ
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附 則

（施行期日）

条例 、公布 日 施行 。

（職員 給与 関 条例 一部改正）

職員 給与 関 条例（昭和 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下 項 「改正部分」 。） 対応 同表

改正後 欄中下線 引 部分（以下 項 「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該

改正部分 当該改正後部分 改 、改正後部分 対応 改正部分 存在 場合 、当該改正後部分

加 。

１

２ ３

この は の から する

の に する の

の に する の を のように する

の の の が かれた この において という に する の

の が かれた この において という が する には

を に め に する が しない には を

える

26
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第 項 規定 定 者 勤務時間 勤

務時間条例第 条第 項又 県費負担教職員勤務時間

条例第 条第 項 規定 勤務時間 除 得 数

乗 得 額 。

（通勤手当）

第 条 略

通勤手当 額 、次 各号 掲 職員 区分 応

、当該各号 定 額 。

（ ） 略

（ ） 前項第 号 掲 職員 次 掲 職員 区

分 応 、支給単位期間 、 次 定

額（短時間勤務職員 、支給単位期間当

通勤回数 考慮 人事委員会規則 定 職員

、 額 、 額 人事委員会規則

定 割合 乗 得 額 減 額）

～ 略

（ ） 略

～ 略

（産業教育手当）

第 条 産業教育手当 、農業、水産、工業又 電

波 関 課程 置 高等学校 教頭、教諭、助教諭

又 講師（常勤 者及 短時間勤務職員 限 。）

高等学校 農業若 農業実習、水産若 水産

実習又 工業若 工業実習 教諭又 助教諭 免

許状 有 者（教育職員免許法（昭和 年法律第

号）附則第 項及 教育職員免許法 一部 改正

法律（昭和 年法律第 号）附則第 項 第

項 規定 高等学校 農業、農業実習、水

産、水産実習、工業又 工業実習 担任 教諭又

講師 職 者 含 。） 、当該農

業、水産、工業又 電波 関 課程 、実習

伴 農業、水産、工業又 電波 関 科目 主

担任 場合 支給 。

及 略

（定時制通信教育手当）

第 条 高等学校 、定時制 課程又 通信制 課

程 置 校長（本務 当該高等学校 校長

職 者 限 。以下同 。）及 教員（定時制

課程又 通信制 課程 関 校務 整理 教頭

並 本務 定時制教育又 通信教育 従事

教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師（常勤

者及 短時間勤務職員 限 。）及 人事委員会規則

定 実習助手 限 。以下同 。） 、 者

給料月額 分 （管理職手当 支給 受

者 、 職務 複雑、困難及 責任 度合

区分 応 、 分 超 範囲内

定 者 勤務時間 勤務時間条例第 条

第 項又 県費負担教職員勤務時間条例第 条第 項

規定 勤務時間 除 得 数 乗 得 額

。

（通勤手当）

第 条 略

通勤手当 額 、次 各号 掲 職員 区分 応

、当該各号 定 額 。

（ ） 略

（ ） 前項第 号 掲 職員 次 掲 職員 区

分 応 、支給単位期間 、 次 定

額（再任用短時間勤務職員 、支給単位期間

当 通勤回数 考慮 人事委員会規則 定

職員 、 額 、 額 人事委員

会規則 定 割合 乗 得 額 減 額）

～ 略

（ ） 略

～ 略

（産業教育手当）

第 条 産業教育手当 、農業、水産、工業又 電

波 関 課程 置 高等学校 教頭、教諭、助教諭

又 講師（常勤 者及 再任用短時間勤務職員 限 。）

高等学校 農業若 農業実習、水産若 水

産実習又 工業若 工業実習 教諭又 助教諭

免許状 有 者（教育職員免許法（昭和 年法律第

号）附則第 項及 教育職員免許法 一部 改正

法律（昭和 年法律第 号）附則第 項 第

項 規定 高等学校 農業、農業実習、水

産、水産実習、工業又 工業実習 担任 教諭又

講師 職 者 含 。） 、当該農

業、水産、工業又 電波 関 課程 、実習

伴 農業、水産、工業又 電波 関 科目 主

担任 場合 支給 。

及 略

（定時制通信教育手当）

第 条 高等学校 、定時制 課程又 通信制 課

程 置 校長（本務 当該高等学校 校長

職 者 限 。以下同 。）及 教員（定時制

課程又 通信制 課程 関 校務 整理 教頭

並 本務 定時制教育又 通信教育 従事

教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師（常勤

者及 再任用短時間勤務職員 限 。）及 人事委員

会規則 定 実習助手 限 。以下同 。） 、

者 給料月額 分 （管理職手当 支給

受 者 、 職務 複雑、困難及 責任

度合 区分 応 、 分 超 範囲
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に げる に げる の
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を う は に する を と
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び

の で の は の

を くものの として の

の にある に る じ び

の は の に する を する

びに として は に する

の

び に る び

で める に る じ には その

の に の の を ける

にあっては その の び の

による に じ の を えない にお

り められたその の を

は

に する で して た を じて た と

する

の は の に げる の に

じ に める とする

に げる に げる の

に じ につき それぞれ に め

る のうち

たりの を して で め

る にあっては その から その に

で める を じて た を じた

ア ソ
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で の しくは しくは
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は を する は
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は に する において

を う は に する を と

して する に する

び
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いて でそれぞれ める を じて

た の を する

が の が り られた

において の にした のうち そ

の の とその をした における の

との が に するまでの の に す

る の の については の

にした に げる の に じてそれぞれ

の から の までの で

で める とあるのは の とす

る

たりの の

に する たりの は

の びこれに する の の

に を じ その を たりの に を

じたものから に を じたもの

にあっては で める を

じたもので して た とする

に する たりの は

の が のうち で め

るものの の とならない であるときは

の これに する の

の の へき これ

に ずる を む の

の の び

これに ずる を む の の に

を じ その を たりの に を じ

たものから に を じたもの

にあっては で める を じ

たもので して た この において

の という とし の が

のうち で めるものの の

となる であるときは の に

で める を した とする

についての

の の から まで の か

ら の まで の の

の の の び の の

は び の に する

の により を めて された には

しない

において でそれぞれ める を

じて た の を する

が の が り

られた において の にした のう

ち その の とその をした における

の との が に するまでの の

に する の の については

の にした に げる の に じてそ

れぞれ の から の までの で

で める とあるのは の

とする

たりの の

に する たりの は

の びこれに する の の

に を じ その を たりの に を

じたものから に を じたもの

にあっては で める

を じたもので して た とする

に する たりの は

の が のうち で め

るものの の とならない であるときは

の これに する の

の の へき これ

に ずる を む の

の の び

これに ずる を む の の に

を じ その を たりの に を じ

たものから に を じたもの

にあっては で める

を じたもので して た この において

の という とし の が

のうち で めるものの

の となる であるときは の

に で める を した とする

についての

の の から まで の か

ら の まで の の

の の の び の の

は には しない

人事委員会規則 定 割合） 乗

得 額 定時制通信教育手当 支給 。

（時間外勤務手当）

第 条 略

短時間勤務職員 、正規 勤務時間 割 振

日 、正規 勤務時間外 勤務 、

勤務 時間 勤務 日 正規 勤務

時間 合計 時間 達 間 勤務 対

前項 規定 適用 、同項中「正規 勤務

時間外 次 掲 勤務 区分 応

分 分 範囲内 人事委員会

規則 定 割合」 、「 分 」

。

略

（勤務 時間当 給与額 算出）

第 条 第 条 規定 勤務 時間当 給与額 、

給料 月額及 対 調整手当 月額 合計額

乗 、 額 週間当 勤務時間

乗 時間 乗 （短時間勤務

職員 、人事委員会規則 定 時間数）

減 除 得 額 。

前 条 規定 勤務 時間当 給与額 、職

員 勤務 特殊勤務手当 人事委員会規則 定

支給 対象 勤務 、給

料 月額、 対 調整手当 月額、初任給調整

手当 月額、産業教育手当 月額、 地手当（

準 手当 含 。） 月額、定時制通信教育手当

月額、農林漁業改良普及手当 月額及 特地勤務手

当（ 準 手当 含 。） 月額 合計額

乗 、 額 週間当 勤務時間 乗

時間 乗 （短時間勤務職員

、人事委員会規則 定 時間数） 減

除 得 額（以下 項 「月額給

与 時間額」 。） 、職員 勤務 特殊勤務

手当 人事委員会規則 定 支給 対象

勤務 、月額給与 時間額 人事委

員会規則 定 額 加算 額 。

（再任用職員等 適用除外）

第 条 第 条 第 条 、第 条

第 条 、第 条 、第 条 、第 条

、第 条 、第 条 及 第 条 規定

、再任用職員及 任期付職員 採用等 関 条例

第 条 規定 任期 定 採用 職員 、

適用 。

内 人事委員会規則 定 割合）

乗 得 額 定時制通信教育手当 支給 。

（時間外勤務手当）

第 条 略

再任用短時間勤務職員 、正規 勤務時間 割 振

日 、正規 勤務時間外 勤務

、 勤務 時間 勤務 日 正規

勤務時間 合計 時間 達 間 勤務

対 前項 規定 適用 、同項中「正規

勤務時間外 次 掲 勤務 区分 応

分 分 範囲内 人事

委員会規則 定 割合」 、「 分 」

。

略

（勤務 時間当 給与額 算出）

第 条 第 条 規定 勤務 時間当 給与額 、

給料 月額及 対 調整手当 月額 合計額

乗 、 額 週間当 勤務時間

乗 時間 乗 （再任用短時

間勤務職員 、人事委員会規則 定 時間

数） 減 除 得 額 。

前 条 規定 勤務 時間当 給与額 、職

員 勤務 特殊勤務手当 人事委員会規則 定

支給 対象 勤務 、給

料 月額、 対 調整手当 月額、初任給調整

手当 月額、産業教育手当 月額、 地手当（

準 手当 含 。） 月額、定時制通信教育手当

月額、農林漁業改良普及手当 月額及 特地勤務手

当（ 準 手当 含 。） 月額 合計額

乗 、 額 週間当 勤務時間 乗

時間 乗 （再任用短時間勤

務職員 、人事委員会規則 定 時間数）

減 除 得 額（以下 項

「月額給与 時間額」 。） 、職員 勤務

特殊勤務手当 人事委員会規則 定 支

給 対象 勤務 、月額給与 時間額

人事委員会規則 定 額 加算 額 。

（再任用職員 適用除外）

第 条 第 条 第 条 、第 条

第 条 、第 条 、第 条 、第 条

、第 条 、第 条 及 第 条 規定

、再任用職員 、適用 。
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改 正 後 改 正 前

（再任用職員等 適用除外）

第 条 第 条、第 条 、第 条 、第 条 、

第 条 及 第 条 規定 、地方公務員法第 条

第 項、第 条 第 項又 第 条 第 項

若 第 項 規定 採用 職員及 任期

付職員 採用等 関 条例（平成 年鳥取県条例第

号）第 条 規定 任期 定 採用 職

員 、適用 。

（再任用職員 適用除外）

第 条 第 条、第 条 、第 条 、第 条 、

第 条 及 第 条 規定 、地方公務員法第 条

第 項、第 条 第 項又 第 条 第 項

若 第 項 規定 採用 職員 、適

用 。

改 正 後 改 正 前

（ 週間 勤務時間）

第 条 略

地方公務員法第 条 第 項又 同法第 条

第 項 規定 採用 職員（以下「再任用短

時間勤務職員」 。） 勤務時間 、前項 規定

、休憩時間 除 、 週間 超 期

間 週間当 時間 時間 範囲内

任命権者 定 。

地方公共団体 一般職 任期付職員 採用 関

法律（平成 年法律第 号）第 条 規定 採用

職員（以下「任期付短時間勤務職員」 ）

勤務時間 、第 項 規定 、休憩時間

除 、 週間 超 期間 週間当

時間 範囲内 、任命権者 定 。

任命権者 、職務 特殊性又 当該公署 特殊 必

（ 週間 勤務時間）

第 条 略

地方公務員法第 条 第 項 規定 短時間勤

務 職 占 職員（以下「再任用短時間勤務職員」

。） 勤務時間 、前項 規定 、

休憩時間 除 、 週間 超 期間 週間

当 時間 時間 範囲内 任命権者 定

。

任命権者 、職務 特殊性又 当該公署 特殊 必

についての

の の の

の び の は

の の は の

しくは の により された び

の に する

の により を めて された

には しない
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の
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という の は の

にかかわらず を き を えない

につき たり から までの
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の は の にかかわらず
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を き を えない につき

たり から までの で が
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は の は の の
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（現業職員 給与 種類及 基準 関 条例 一部改正）

現業職員 給与 種類及 基準 関 条例（昭和 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下 項 「改正部分」 。） 対応 同表

改正後 欄中下線 引 部分（以下 項 「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該

改正部分 当該改正後部分 改 、改正後部分 対応 改正部分 存在 場合 、当該改正後部分

加 。

（職員 勤務時間、休暇等 関 条例 一部改正）

職員 勤務時間、休暇等 関 条例（平成 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中項 表示 下線 引 項（以下 項 「移動項」 。） 対応

同表 改正後 欄中項 表示 下線 引 項（以下 項 「移動後項」 。） 存在 場

合 、当該移動項 当該移動後項 、移動後項 対応 移動項 存在 場合 、当該移動後項

（以下 項 「追加項」 。） 加 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（項 表示 除 。以下 項 「改正部分」 。）

対応 同表 改正後 欄中下線 引 部分（項 表示及 追加項 除 。以下 項 「改正

後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、改正部分 対応 改正後

部分 存在 場合 、当該改正部分 削 、改正後部分 対応 改正部分 存在 場合 、当

該改正後部分 加 。

の の び に する の

の の び に する の を のように する

の の の が かれた この において という に する の

の が かれた この において という が する には

を に め に する が しない には を

える

の に する の

の に する の を のように する

の の の の に が かれた この において という に する

の の の に が かれた この において という が する

には を とし に する が しない には

この において という を える

の の の が かれた の を く この において という

に する の の が かれた の び を く この において

という が する には を に め に する

が しない には を り に する が しない には

を える

３

４ ６

32 37

35



平成 年 月 日 火曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号16 12 28 19220

要 前 項 規定 勤務時間 超 勤務

必要 職員 勤務時間 、人事委員

会 承認 得 、別 定 。

（週休日及 勤務時間 割振 ）

第 条 日曜日及 土曜日 、週休日（勤務時間 割

振 日 。以下同 。） 。 、任

命権者 、再任用短時間勤務職員及 任期付短時間勤

務職員（以下「短時間勤務職員」 。）

、 日 加 、月曜日 金曜日

日間 週休日 設 。

任命権者 、月曜日 金曜日 日間

、 日 時間 勤務時間 割 振

。 、短時間勤務職員 、 週間

期間 、 日 時間 超 範囲内

勤務時間 割 振 。

第 条 略

任命権者 、前項 規定 週休日及 勤務時間

割振 定 場合 、人事委員会規則 定

、 週間 期間 日（短時間

勤務職員 、 日以上。以下 項

同 ） 週休日 設 。 、

職務 特殊性又 当該公署 特殊 必要 、 週

間 期間 日 週休日 設 困難

職員 、人事委員会 協議 、人事委

員会規則 定 、 週間 超 期

間 週間当 日以上 割合 週休日 設

場合 、 限 。

（船員 勤務時間等 特例）

第 条 任命権者 、第 条 規定 、船舶

乗 組 職員 勤務時間 、人事委員会 承

認 得 、 週間 超 期間 週間当

時間（再任用短時間勤務職員 第 条第

項 規定 定 時間 、任期付短時間勤務職

員 同条第 項 規定 定 時間

） 。

及 略

（年次有給休暇）

第 条 年次有給休暇 、一 年 休暇 、

日数 、一 年 、次 各号 掲 職員

区分 応 、当該各号 掲 日数 。

（ ） 次号及 第 号 掲 職員以外 職員 日

（短時間勤務職員 、 者 勤務時間等

考慮 日 超 範囲内 人事委員会規則

定 日数）

要 前 項 規定 勤務時間 超 勤務

必要 職員 勤務時間 、人事委員

会 承認 得 、別 定 。

（週休日及 勤務時間 割振 ）

第 条 日曜日及 土曜日 、週休日（勤務時間 割

振 日 。以下同 。） 。 、任

命権者 、再任用短時間勤務職員 、

日 加 、月曜日 金曜日 日間

週休日 設 。

任命権者 、月曜日 金曜日 日間

、 日 時間 勤務時間 割 振

。 、再任用短時間勤務職員 、 週

間 期間 、 日 時間 超

範囲内 勤務時間 割 振 。

第 条 略

任命権者 、前項 規定 週休日及 勤務時間

割振 定 場合 、人事委員会規則 定

、 週間 期間 日（再任用

短時間勤務職員 、 日以上） 週休日 設

。 、職務 特殊性又 当該

公署 特殊 必要 、 週間 期間

日（再任用短時間勤務職員 、 日以上）

週休日 設 困難 職員 、人事

委員会 協議 、人事委員会規則 定

、 週間 超 期間 週間当 日

以上 割合 週休日 設 場合 、 限

。

（船員 勤務時間等 特例）

第 条 任命権者 、第 条 規定 、船舶

乗 組 職員 勤務時間 、人事委員会 承

認 得 、 週間 超 期間 週間当

時間（再任用短時間勤務職員 、第 条第

項 規定 定 時間） 。

及 略

（年次有給休暇）

第 条 年次有給休暇 、一 年 休暇 、

日数 、一 年 、次 各号 掲 職員

区分 応 、当該各号 掲 日数 。

（ ） 次号及 第 号 掲 職員以外 職員 日

（再任用短時間勤務職員 、 者 勤務

時間等 考慮 日 超 範囲内 人事委員会

規則 定 日数）
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平成 年 月 日 火曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号16 12 28 192 21

（ ）及 （ ） 略

及 略

（非常勤職員 勤務時間、休日及 休暇）

第 条 非常勤職員（短時間勤務職員 除 。） 勤務

時間、休日及 休暇 、第 条 前条

規定 、 職務 性質等 考慮 、

人事委員会規則 定 基準 従 、任命権者 定

。

（ ）及 （ ） 略

及 略

（非常勤職員 勤務時間、休日及 休暇）

第 条 非常勤職員（再任用短時間勤務職員 除 。）

勤務時間、休日及 休暇 、第 条 前

条 規定 、 職務 性質等 考慮

、人事委員会規則 定 基準 従 、任命権者

定 。

改 正 後 改 正 前

（職員 給与 額 特例）

第 条 特例期間 職員給与条例第 条第 項各

号 掲 給料表 適用 受 職員（職

員給与条例第 条 規定 短時間勤務職員 含

。以下「給料表適用職員」 。） 給料月額 、

職員給与条例第 条第 項、第 条第 項及 第 項

並 第 条 規定 、 規定

定 額（次項 「給料基礎額」

。） 当該額 次 各号 掲 職員 区分

応 、当該各号 定 割合（以下「特定割合」

。） 乗 得 額（当該額 円未満 端数 生

、 切 捨 額） 減 額 。

（ ）～（ ） 略

～ 略

（職員 給与 額 特例）

第 条 特例期間 職員給与条例第 条第 項各

号 掲 給料表 適用 受 職員（職

員給与条例第 条 規定 再任用短時間勤務職

員 含 。以下「給料表適用職員」 。） 給料

月額 、職員給与条例第 条第 項、第 条第 項及

第 項並 第 条 規定 、

規定 定 額（次項 「給料基

礎額」 。） 当該額 次 各号 掲 職員

区分 応 、当該各号 定 割合（以下「特定割

合」 。） 乗 得 額（当該額 円未満

端数 生 、 切 捨 額） 減

額 。

（ ）～（ ） 略

～ 略

改 正 後 改 正 前

（任期付職員 適用除外）

第 条 略

第 条 第 条 、第 条 、第 条 及

第 条 規定 、任期付職員 採用等 関 条例

（特定任期付職員 適用除外）

第 条 略

２ ３

２ ３

２

２ ３

２ ３

２

７ ３ １

４ ２

３ １ ４ ５

４ ２

１

１ ３

２ ７

７ ３ １

４ ２

３ １ ４ ５

４ ２

１

１ ３

２ ７

４

２ ４ ５ ６ ２ ７ ２

４

び

び

の び

を く の

び については から まで

の にかかわらず その の を して

で める に い が め

る

び

び

の び

を く

の び については から

までの にかかわらず その の を

して で める に い

が める

の の の

における

に げる のいずれかの を ける

の に する を

む という の は

び

びに の の にかかわらず これらの

により められた において と

いう から に の に げる の に

じ に める とい

う を じて た に の が

じたときは これを り てた を じた とする

の の の

における

に げる のいずれかの を ける

の に する

を む という の

は

び びに の の にかかわらず これ

らの により められた において

という から に の に げる

の に じ に める

という を じて た に の

が じたときは これを り てた を じた

とする

についての

の

から まで の の

び の は の に する

についての

の

20 20

11

11

18

16

18

（雇用機会創出 知事等及 職員 給与 特例、鳥取県雇用機会創出支援基金 設置並 職員 定数等

特例 関 条例 一部改正）

雇用機会創出 知事等及 職員 給与 特例、鳥取県雇用機会創出支援基金 設置並 職員 定数

等 特例 関 条例（平成 年鳥取県条例 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分 同表 改正後 欄中下線 引 部分 改 。

（企業局企業職員 給与 種類及 基準 関 条例 一部改正）

企業局企業職員 給与 種類及 基準 関 条例（昭和 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正

。

次 表 改正後 欄中下線 引 項（以下 項 「追加項」 。） 加 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分 同表 改正後 欄中下線 引 部分（追加項 除 。）

改 。
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平成 年 月 日 火曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号16 12 28 19222

第 条 規定 任期 定 採用 職員

適用 。

改 正 後 改 正 前

（任期付職員 適用除外）

第 条 略

第 条 第 条 、第 条及 第 条 規定

任期付職員 採用等 関 条例第 条 規定

任期 定 採用 職員 適用 。

（特定任期付職員 適用除外）

第 条 略

改 正 後 改 正 前

（ 週間 勤務時間）

第 条 略

略

地方公共団体 一般職 任期付職員 採用 関

法律（平成 年法律第 号）第 条 規定 採用

職員（以下「任期付短時間勤務職員」 。）

勤務時間 、第 項 規定 、休憩時間

除 、 週間 超 期間 週間当

時間 範囲内 、任命権者 定 。

教育委員会 、職務 特殊性又 当該公署 特殊

必要 前 項 規定 勤務時間 超 勤務

必要 職員 勤務時間 、人事委

員会 承認 得 、別 定 。

（ 週間 勤務時間）

第 条 略

略

教育委員会 、職務 特殊性又 当該公署 特殊

必要 前 項 規定 勤務時間 超 勤務

必要 職員 勤務時間 、人事委

員会 承認 得 、別 定 。
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25

11 21

25

14 48

32

（病院局企業職員 給与 種類及 基準 関 条例 一部改正）

病院局企業職員 給与 種類及 基準 関 条例（平成 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正

。

次 表 改正後 欄中下線 引 項（以下 項 「追加項」 。） 加 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分 同表 改正後 欄中下線 引 部分（追加項 除 。）

改 。

（県費負担教職員 勤務時間、休暇等 関 条例 一部改正）

県費負担教職員 勤務時間、休暇等 関 条例（平成 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正

。

次 表 改正前 欄中項 表示 下線 引 項（以下 項 「移動項」 。） 対応

同表 改正後 欄中項 表示 下線 引 項（以下 項 「移動後項」 。） 存在 場

合 、当該移動項 当該移動後項 、移動後項 対応 移動項 存在 場合 、当該移動後項

（以下 項 「追加項」 。） 加 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（項 表示 除 。以下 項 「改正部分」 。）

対応 同表 改正後 欄中下線 引 部分（項 表示及 追加項 除 。以下 項 「改正

後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、改正後部分 対応 改正

部分 存在 場合 、当該改正後部分 加 。
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平成 年 月 日 火曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号16 12 28 192 23

（週休日及 勤務時間 割振 ）

第 条 日曜日及 土曜日 、週休日（勤務時間 割

振 日 。以下同 。） 。 、教

育委員会 、再任用短時間勤務職員及 任期付短時間

勤務職員（以下「短時間勤務職員」 。）

、 日 加 、月曜日 金曜日

日間 、週休日 設 。

市町村又 法第 条 市町村 組合 置 教育

委員会（以下「市町村教育委員会」 。） 、月

曜日 金曜日 日間 、 日

時間 勤務時間 割 振 。 、短時

間勤務職員 、 週間 期間 、

日 時間 超 範囲内 勤務時間 割

振 。

第 条 略

市町村教育委員会 、前項 規定 週休日及

勤務時間 割振 定 場合 、人事委員会規則

定 、 週間 期間 日

（短時間勤務職員 、 日以上） 週休日

設 。 、職務 特殊性又 当

該公署 特殊 必要 、 週間 期間

日（短時間勤務職員 、 日以上） 週休

日 設 困難 職員 、人事委員

会 協議 、人事委員会規則 定 、

週間 超 期間 週間当 日以上

割合 週休日 設 場合 、 限 。

（年次有給休暇）

第 条 年次有給休暇 、一 年 休暇 、

日数 、一 年 、次 各号 掲 職員

区分 応 、当該各号 掲 日数 。

（ ） 次号及 第 号 掲 職員以外 職員 日

（短時間勤務職員 、 者 勤務時間等

考慮 日 超 範囲内 人事委員会規則

定 日数）

（ ）及 （ ） 略

及 略

（週休日及 勤務時間 割振 ）

第 条 日曜日及 土曜日 、週休日（勤務時間 割

振 日 。以下同 。） 。 、教

育委員会 、再任用短時間勤務職員 、

日 加 、月曜日 金曜日 日間

、週休日 設 。

市町村又 法第 条 市町村 組合 置 教育

委員会（以下「市町村教育委員会」 。） 、月

曜日 金曜日 日間 、 日

時間 勤務時間 割 振 。 、再任

用短時間勤務職員 、 週間 期間

、 日 時間 超 範囲内 勤務時間

割 振 。

第 条 略

市町村教育委員会 、前項 規定 週休日及

勤務時間 割振 定 場合 、人事委員会規則

定 、 週間 期間 日

（再任用短時間勤務職員 、 日以上） 週

休日 設 。 、職務 特殊性

又 当該公署 特殊 必要 、 週間 期間

日（再任用短時間勤務職員 、 日

以上） 週休日 設 困難 職員

、人事委員会 協議 、人事委員会規則 定

、 週間 超 期間 週間当

日以上 割合 週休日 設 場合 、

限 。

（年次有給休暇）

第 条 年次有給休暇 、一 年 休暇 、

日数 、一 年 、次 各号 掲 職員

区分 応 、当該各号 掲 日数 。

（ ） 次号及 第 号 掲 職員以外 職員 日

（再任用短時間勤務職員 、 者 勤務

時間等 考慮 日 超 範囲内 人事委員会

規則 定 日数）

（ ）及 （ ） 略

及 略

び の り

び は を り
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は び
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改 正 後 改 正 前

目次

第 章及 第 章 略

第 章 目的税

第 節及 第 節 略

第 節 狩猟税（第 条 第 条）

第 節 産業廃棄物処分場税（第 条 第 条）

第 章 雑則（第 条）

附則

（県税 課 税目）

第 条 県税 課 税目 、次 掲

。

（ ） 略

（ ） 目的税

～ 略

産業廃棄物処分場税

（課税地）

第 条 次 表 左欄 掲 税目 係 徴収金 、

同表 右欄 掲 課税地 管轄 県税事務

所 賦課徴収 。

税目 課税地

略

狩猟税 狩猟者 登録 受 機関 所在地

産業廃棄物処

分場税

最終処分場（第 条第 項 特別徴

収義務者 、同項 指定 係

最終処分場） 所在地

略

（納期限後 納付又 納入 税金又 納入金 係 延

滞金）

第 条 納税者又 特別徴収義務者 、納期限（納期限

延長 場合 、 延長 納期

限 。以下 条 同 。）後 税金

目次

第 章及 第 章 略

第 章 目的税

第 節及 第 節 略

第 節 狩猟税（第 条 第 条 ）

第 章 雑則（第 条）

附則

（県税 課 税目）

第 条 県税 課 税目 、次 掲

。

（ ） 略

（ ） 目的税

～ 略

（課税地）

第 条 次 表 左欄 掲 税目 係 徴収金 、

同表 右欄 掲 課税地 管轄 県税事務

所 賦課徴収 。

税目 課税地

略

狩猟税 狩猟者 登録 受 機関 所在地

略

（納期限後 納付又 納入 税金又 納入金 係 延

滞金）

第 条 納税者又 特別徴収義務者 、納期限（納期限

延長 場合 、 延長 納期

限 。以下 条 同 。）後 税金
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とする この において じ にその

207 211

212 232

233

220

207 210

211

鳥取県税条例（平成 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中条、項及 号 細目 表示 下線 引 条、項及 号 細目（以下「移動条項等」

。） 対応 同表 改正後 欄中条、項及 号 細目 表示 下線 引 条、項及 号 細目（以

下「移動後条項等」 。） 存在 場合 、当該移動条項等 当該移動後条項等 、移動後条項等

対応 移動条項等 存在 場合 、当該移動後条項等（以下「追加条項等」 。） 加 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（条 表示 除 。以下「改正部分」 。） 対応 次 表

改正後 欄中下線 引 部分（条 表示及 追加条項等 除 。以下「改正後部分」 。） 存在

場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、改正後部分 対応 改正部分 存在 場合 、当

該改正後部分 加 。

次 表 改正後 欄 表中太線 囲 部分 加 。
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を し はその を する においては

は にその の から

は の までの の に じ パ セン

トの の の に げる の の に

げる にあっては それぞれ の に める

についての は パ セントとする を

じて した に する を して

しくは によって し は

によって しなければならない

の による

に

する の

の か

ら を する

までの

ア

の に

より

を は

する の

の

までの は

の

の から を

する までの

イ

の

に る

を

した までの

はその の か
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までの
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は は
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までの

は の により の を

した においては その を した

を く に る の

を した に する の を

するものとする

の

の

しくは の

はゴルフ しくは の

この び において

という は に

は を しない は しなくなった

においては は に する の を

を し はその を する においては

は にその の から

は の までの の に じ パ セン

トの の の に げる の の に

げる にあっては それぞれ の に める

についての は パ セントとする を

じて した に する を して

しくは によって し は

によって しなければならない

の による

に

する の

の か

ら を する

までの

の

の

しくは の はゴルフ

の この び において

という は に

は を しない は しなくなっ

た においては は に する の

を させるため を する の

納付 、又 納入金 納入 場合 、

当該税額又 納入金額 納期限 翌日 納付又

納入 日 期間 日数 応 、年 ー

割合（次 表 左欄 掲 税目 同表 中欄

掲 税額 、 同表 右欄 定

期間 割合 、年 ー 。）

乗 計算 金額 相当 延滞金額 加算 納

付書若 納税通知書 納付 、又 納入書

納入 。

（ ）～（ ） 略

（ ） 狩猟税 第 条第

項 規定

納期限後 納付

場合 税額

当該納期限 翌日

月 経過 日

期間

（ ） 産業廃

棄物処分場

税

第 条第

項 規定

不足金額

納入又 納

付 場合

税額

当該不足金額 納期

限 期間又 当

該不足金額 納期限

翌日 月 経

過 日 期間

第 条第

項 修正申

告書 係 税

額

当該修正申告書 提

出 日 期間

又 日 翌日

月 経過 日

期間

又

掲 金額以

外 金額

当該金額 係 第

条第 項若

第 項又 第

条第 項若 第

項 納期限 翌日

月 経過

日 期間

～ 略

知事 、第 条第 項 規定 徴収 猶予

場合 、 徴収 猶予 産業廃棄物

処分場税（不足金額 除 。） 係 第 項 延滞金

額中当該徴収 猶予 期間 対応 部分 金額

免除 。

（納税管理人 申告等）

第 条 法人等 県民税、事業税、不動産取得税、自動

車税、鉱区税若 産業廃棄物処分場税 納税義務

者又 場利用税若 産業廃棄物処分場税

特別徴収義務者（以下 条及 次条 「納税

義務者等」 。） 、県内 住所、居所、事務所、

事業所又 寮等 有 場合又 有 場

合 、納税又 納入 関 一切 事項 処

納付 、又 納入金 納入 場合 、

当該税額又 納入金額 納期限 翌日 納付又

納入 日 期間 日数 応 、年 ー

割合（次 表 左欄 掲 税目 同表 中欄

掲 税額 、 同表 右欄 定

期間 割合 、年 ー 。）

乗 計算 金額 相当 延滞金額 加算 納

付書若 納税通知書 納付 、又 納入書

納入 。

（ ）～（ ） 略

（ ） 狩猟税 第 条第

項 規定

納期限後 納付

場合 税額

当該納期限 翌日

月 経過 日

期間

～ 略

（納税管理人 申告等）

第 条 法人等 県民税、事業税、不動産取得税、自動

車税若 鉱区税 納税義務者又 場利用税

特別徴収義務者（以下 条及 次条 「納

税義務者等」 。） 、県内 住所、居所、事務

所、事業所又 寮等 有 場合又 有

場合 、納税又 納入 関 一切 事項

処理 、課税地 管轄 県税事務所 管
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理 、課税地 管轄 県税事務所 管内

（以下 項 「管内」 。） 住所、居

所、事務所若 事業所 有 者 納税

管理人 定 必要 生 日 日以内 規

則 定 申告書 知事 提出 、又 管内以外 住

所、居所、事務所若 事業所 有 者 当

該事項 処理 便宜 有 納税管理人

定 必要 生 日 日

以内 規則 定 申請書 知事 提出 承認

受 。納税管理人 変更 、又

変更 場合 、 同様 。

略

（鳥取県行政手続等 情報通信 技術 利用 関

条例 適用除外）

第 条 第 条第 項 承認 係 申請、第 条

第 項 返納、第 条第 項 申請及 第 条第

項 返却 、鳥取県行政手続等 情報

通信 技術 利用 関 条例（平成 年鳥取県条例

第 号）第 条 規定 、適用 。

第 条第 項、第 条第 項及 第 項、第

条第 項並 第 条第 項 交付並 第 条第

項 書換 係 交付 、鳥取県行政手続

等 情報通信 技術 利用 関 条例第 条

規定 、適用 。

（自動車税 納期）

第 条 自動車税 納期 、 月 日 同月 日

。

略

（狩猟税 証紙徴収 手続）

第 条 略

第 節 産業廃棄物処分場税

（産業廃棄物処分場税 趣旨）

第 条 県 、法第 条第 項 規定 基 、廃棄

物 処理及 清掃 関 法律（昭和 年法律第

号。以下「廃棄物処理法」 。）第 条第 項

規定 産業廃棄物処理施設（以下「産業廃棄物処理

施設」 。） 設置 促進及 産業廃棄物 発生

抑制、再生 他適正 処理 関 施策 要 費

用 充 、産業廃棄物処分場税 課 。

（用語）

第 条 節 、次 各号 掲 用語 意

義 、 当該各号 定 。

（ ） 産業廃棄物 廃棄物処理法第 条第 項 規定

内（以下 項 「管内」 。） 住所、

居所、事務所若 事業所 有 者 納

税管理人 定 必要 生 日 日以内

規則 定 申告書 知事 提出 、又 管内以外

住所、居所、事務所若 事業所 有 者

当該事項 処理 便宜 有 納税管理人

定 必要 生 日

日以内 規則 定 申請書 知事 提出 承

認 受 。納税管理人 変更 、又

変更 場合 、 同様 。

略

（鳥取県行政手続等 情報通信 技術 利用 関

条例 適用除外）

第 条 第 条第 項 承認 係 申請、第 条

第 項 返納及 第 条第 項 申請 、

鳥取県行政手続等 情報通信 技術 利用 関

条例（平成 年鳥取県条例第 号）第 条 規定

、適用 。

第 条第 項、第 条第 項及 第 項並 第

条第 項 交付並 第 条第 項 書換 係

交付 、鳥取県行政手続等 情報通

信 技術 利用 関 条例第 条 規定 、適用

。

（自動車税 納期）

第 条 自動車税 納期 、 月 日 同月 日

。

略

（狩猟税 証紙徴収 手続）

第 条 略
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する をいう

から が

するまでの の の の において

を した の をいう

の の に す

る で の に するものをいう

は

の の による の

に る の の

は の の による の を

む を け の を として

う をいう

この の の については に

される に する は､

とみなす

の

は の

への に げる を く に し

の この にお

いて という にあっては

に って に る を じ

させた この において という

に にあっては を

して に る とした

という に する

が ら に る

とした の から

された を した のものを く を

ら する において するため

の

が ら じさせた を

ら する において するための

の

は に げる の に し

ては を さない

に する は に する

から じた びその の え

びにこれらを した のもの びに の

において するばいじん

その が に める

の

の は

に される の とする

の の が な において

産業廃棄物 。

（ ） 中間処理産業廃棄物 発生 埋立処分 終了

一連 処理 行程 中途 産業廃

棄物 処分 後 産業廃棄物 。

（ ） 最終処分場 産業廃棄物 埋立処分 用 供

施設 鳥取県 区域内 所在 。

（ ） 最終処分業者 廃棄物処理法第 条第 項又

第 条 第 項 規定 知事（鳥取県 知事

限 。） 許可（廃棄物処理法第 条 第 項

又 第 条 第 項 規定 変更 許可 含

。） 受 、産業廃棄物 埋立処分 業 行

者 。

節 規定 適用 、最終処分場 搬入

廃棄物処理法第 条第 項 規定 廃棄物

産業廃棄物 。

（産業廃棄物処分場税 納税義務者等）

第 条 産業廃棄物処分場税 、産業廃棄物 最終処

分場 搬入（次 掲 搬入 除 。） 対 、中

間処理産業廃棄物以外 産業廃棄物（以下 条

「未処理産業廃棄物」 。） 事業

活動 伴 当該搬入 係 未処理産業廃棄物 生

者（以下 条 「排出者」 。）

、中間処理産業廃棄物 産業廃棄物 処分

当該搬入 係 中間処理産業廃棄物 者（以

下「中間処理者」 。） 課 。

（ ） 中間処理者 自 当該搬入 係 中間処理産業

廃棄物 中間処理産業廃棄物（他 者 搬入

産業廃棄物 処分 後 除 。）

自 設置 最終処分場 埋立処分

搬入

（ ） 排出者 自 生 未処理産業廃棄物 自

設置 最終処分場 埋立処分

搬入

（産業廃棄物処分場税 課税免除）

第 条 知事 、次 掲 産業廃棄物 搬入 対

、産業廃棄物処分場税 課 。

（ ） 下水道法（昭和 年法律第 号）第 条第 号

規定 公共下水道又 同条第 号 規定 流

域下水道 生 汚泥及 焼却後 燃 殻並

処理 後 並 当該汚泥 焼

却施設 発生

（ ） 他知事 別 定 産業廃棄物

（産業廃棄物処分場税 課税標準）

第 条 産業廃棄物処分場税 課税標準 、最終処分

場 搬入 産業廃棄物 重量 。

産業廃棄物 重量 計測 困難 場合 規則
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で める に するときは で めるところ

により して た を の とみ

なす

の

の は トンにつき

とする

の

の に の

があるとき はその が であるとき

は その はその を り てる

の

の については

の による ただし が ら

に る とした

の から された を した の

ものに る を ら する において

するための という

に し を する においては

の による

の

の は

とする

は に があると める には

の の を する を

の として することができる

の は その

の に する の

の にあっては の に る

への の に して する

を しなければならない

の としての

の によって

の となるべき は にお

いて を として しようとする の

までに の として

の を ごとに に しなければなら

ない

の によって の

としての を けた は を

けた から に の

としての を ごとに に

しなければならない

の を する において すべき

には に げる の を する

定 要件 該当 、規則 定

換算 得 重量 当該産業廃棄物 重量

。

（産業廃棄物処分場税 税率）

第 条 産業廃棄物処分場税 税率 、

円 。

（産業廃棄物処分場税 端数計算）

第 条 産業廃棄物処分場税 確定金額 円未満

端数 、又 全額 円未満

、 端数金額又 全額 切 捨 。

（産業廃棄物処分場税 徴収方法）

第 条 産業廃棄物処分場税 徴収 、特別

徴収 方法 。 、中間処理者 自 当該搬

入 係 中間処理産業廃棄物 中間処理産業廃棄

物（他 者 搬入 産業廃棄物 処分 後

限 。） 自 設置 最終処分場 埋

立処分 搬入（以下「自己搬入」 。）

対 産業廃棄物処分場税 課 場合 、

申告納付 方法 。

（産業廃棄物処分場税 特別徴収義務者）

第 条 産業廃棄物処分場税 特別徴収義務者 、最

終処分業者 。

知事 、特 必要 認 場合 、最終処

分業者以外 徴収 便宜 有 者 産業廃棄物処分

場税 特別徴収義務者 指定 。

産業廃棄物処分場税 特別徴収義務者 、 埋立

処分 用 供 最終処分場（前項 産業廃棄物処分

場税 特別徴収義務者 、同項 指定 係

最終処分場） 産業廃棄物 搬入 対 課 産

業廃棄物処分場税 徴収 。

（産業廃棄物処分場税 特別徴収義務者 登録）

第 条 前条第 項 規定 産業廃棄物処分場

税 特別徴収義務者 者 、最終処分場

埋立処分 業 開始 日 日前

、産業廃棄物処分場税 特別徴収義務者

登録 最終処分場 知事 申請

。

前条第 項 規定 産業廃棄物処分場税 特

別徴収義務者 指定 受 者 、当該指定

受 日 日以内 、産業廃棄物処分場税 特別

徴収義務者 登録 最終処分場 知事 申

請 。

前 項 登録 申請 場合 提出 申

請書 、次 掲 事項（前項 登録 申請 場
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合 、第 号 掲 事項 除 。） 記載

。

（ ） 産業廃棄物処分場税 特別徴収義務者 住所又

所在地及 氏名又 名称

（ ） 最終処分場 所在地及 名称

（ ） 最終処分場 規模

（ ） 事業開始年月日

（ ） 他知事 必要 認 事項

知事 、第 項又 第 項 登録 申請 場

合 、 申請 者 対 、 者 産業廃棄

物処分場税 徴収 義務 課 者

証 証票 交付 。

前項 証票 様式 、規則 定 。

第 項 証票 交付 受 者 、 最終処分

場 公衆 見 箇所 掲示 。

第 項 証票 、他人 貸 付 、又 譲 渡

。

第 項 証票 交付 受 者 、最終処分場 係

産業廃棄物処分場税 特別徴収 義務 消滅 場

合 、 消滅 日 日以内 証

票 知事 返 。

第 項又 第 項 登録 受 者 、登録 受

事項 変更 生 場合 、 変更 生 日

日以内 、登録 変更 申請

。

前項 登録 変更 申請 場合 提出

申請書 、第 項各号 掲 事項 記載

。

（産業廃棄物処分場税 申告納入）

第 条 産業廃棄物処分場税 特別徴収義務者 、次

表 左欄 掲 期間内 徴収 産業廃

棄物処分場税 、 同表 右欄 定

期限 、課税標準 重量、税額 他必要

事項 記載 規則 定 納入申告書 知事 提出

、及 納入金 納入書 納入

。 、最終処分場 業 行

埋立処分 廃止 、又 休止 場合 、

廃止 、又 休止 日 月以内 、廃止 、

又 休止 日 徴収 当該廃止又

休止 係 最終処分場 搬入 対 課 産業廃

棄物処分場税 、 申告納入

。

月 日 月 日 月 日

月 日 月 日 月 日

月 日 月 日 月 日

月 日 月 日 翌年 月 日
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知事 、必要 認 場合 、前項 規定

、別 納入 係 期間及 期限 指定

。

（産業廃棄物処分場税 徴収猶予）

第 条 知事 、産業廃棄物処分場税 特別徴収義務

者 産業廃棄物 埋立処分 係 料金及 産業廃棄物

処分場税 全部又 一部 前条第 項又 第 項 納

期限 受 取 、

納入 産業廃棄物処分場税 係 徴収金 全

部又 一部 納入 認 場合

、当該産業廃棄物処分場税 特別徴収義務者 申請

、 納入 認 金

額 限度 、 月以内 期間 限 徴収

猶予 。

前項 規定 徴収 猶予 申請 産業廃棄物

処分場税 特別徴収義務者 、規則 定 申請書

徴収 猶予 必要 理由 証明 書類 添付

、 知事 提出 。

法第 条第 項及 第 条 規定 、第 項

規定 徴収 猶予 準用 。

第 項 規定 徴収 猶予 産業廃棄物処分

場税 係 徴収金 、法第 条 第 項

期間 、 猶予 期間 末日 日以内

。

（産業廃棄物処分場税 徴収不能額等 還付又 納入義

務 免除）

第 条 知事 、産業廃棄物処分場税 特別徴収義務

者 産業廃棄物 埋立処分 係 料金及 産業廃棄物

処分場税 全部又 一部 受 取

正当 理由 認 場合又 徴

収 産業廃棄物処分場税額 失 天

災 他避 理由 認 場

合 、当該産業廃棄物処分場税 特別徴収義

務者 申請 、 産業廃棄物処分場税額 既

納入 相当 額 還付 、前

条第 項 規定 徴収 猶予 他

産業廃棄物処分場税額 納入

納入 義務 免除 。

前項 規定 還付又 納入義務 免除 申請

産業廃棄物処分場税 特別徴収義務者 、規則 定

申請書 還付又 納入義務 免除 必要 理

由 証明 書類 添付 、 知事 提出

。

知事 、第 項 規定 産業廃棄物処分場税額

相当 額 還付 場合 、還付 受

産業廃棄物処分場税 特別徴収義務者 未納 係 徴

収金 、当該還付 額 充当
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があるときは すべき をこれに す
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ることができる

は の による があった にお

いては は に する をとるかどうか

について その があった から に

の に しなければなら

ない

の としての

ただし の によって

を すべき

の という は を しよ

うとする の までに の

としての を ごとに に

しなければならない

の を する において すべき

には に げる を しなければならない

の の は

び は

の び

の

の

その が であると める

は の の があった には そ

の をした を の と

して するとともに その をその に し す

るものとする

の を けた は を けた に

を じた には その を じた から

に の を しなければならない

の の を する において すべ

き には に げる を しなけ

ればならない

の

の は の

の に げる における に る

について それぞれ の に める

までに となる その な

を した で める を に し

びその した を によって しなけれ

ばならない ただし を し は

した においては その し は した か

ら に し は した までにおける

し は した への に

して する について これを

しなければならない

から まで

から まで

。

知事 、第 項 規定 申請 場合

、同項又 前項 規定 措置

、 申請 日 日以内 産業廃

棄物処分場税 特別徴収義務者 通知

。

（産業廃棄物処分場税 納税義務者 登録）

第 条 第 条 書 規定 産業廃棄物処

分場税 申告納付 者（以下「産業廃棄物処分場

税 納税義務者」 。） 、自己搬入 開始

日 日前 、産業廃棄物処分場税 納

税義務者 登録 最終処分場 知事 申請

。

前項 登録 申請 場合 提出 申請

書 、次 掲 事項 記載 。

（ ） 産業廃棄物処分場税 納税義務者 住所又 所

在地及 氏名又 名称

（ ） 最終処分場 所在地及 名称

（ ） 最終処分場 規模

（ ） 自己搬入 開始年月日

（ ） 他知事 必要 認 事項

知事 、第 項 登録 申請 場合 、

申請 者 産業廃棄物処分場税 納税義務者

登録 、 旨 者 対 通知

。

第 項 登録 受 者 、登録 受 事項 変

更 生 場合 、 変更 生 日 日以

内 、登録 変更 申請 。

前項 登録 変更 申請 場合 提出

申請書 、第 項各号 掲 事項 記載

。

（産業廃棄物処分場税 申告納付）

第 条 産業廃棄物処分場税 納税義務者 、次 表

左欄 掲 期間内 自己搬入 係 産業廃

棄物処分場税 、 同表 右欄 定

期限 、課税標準 重量、税額 他必要

事項 記載 規則 定 申告書 知事 提出 、

及 申告 税額 納付書 納付

。 、最終処分場 廃止 、又 休止

場合 、 廃止 、又 休止 日

月以内 、廃止 、又 休止 日

当該廃止 、又 休止 最終処分場 自己搬入

対 課 産業廃棄物処分場税 、 申

告納付 。

月 日 月 日 月 日

月 日 月 日 月 日

４ １

５

２

１

２

３

４

５

３ １

４ １

５

５

２

１

１ １ ３ ４

４ １ ６ ７
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31 30
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７ １ ９

１ １

２

１ ２

１

２ １

１ ３

４

５

４

１

１

３

１ ２

２

１

月 日 月 日 月 日

月 日 月 日 翌年 月 日

知事 、必要 認 場合 、前項 規定

、別 納付 係 期間及 期限 指定

。

（産業廃棄物処分場税 期限後申告及 修正申告納付）

第 条 産業廃棄物処分場税 納税義務者 、前条第

項又 第 項 納期限後 、次条 規定

決定 通知 、前条第 項 規定

申告納付 。

前条第 項、前項若 項 規定 申

告書若 修正申告書 提出 産業廃棄物処分場

税 納税義務者又 法第 条 第 項 第 項

規定 更正若 決定 受 産業廃棄

物処分場税 納税義務者 、当該申告書若 修正

申告書又 当該更正若 決定 係 課税標準

重量又 税額 修正 場合 、

遅滞 、規則 定 様式 修正申告書 知事

提出 、 修正 増加 税額

、 納付書 納付

。

（産業廃棄物処分場税 係 更正及 決定 関 通知）

第 条 法第 条 第 項 規定 更正又 決

定 通知、法第 条 第 項 規定 過少申

告加算金額又 不申告加算金額 決定 通知及 法第

条 第 項 規定 重加算金額 決定 通

知 、規則 定 通知書 行 。

（産業廃棄物処分場税 係 不足金額等 納入等 手続）

第 条 前条 通知書 受理 産業廃棄物処分場税

納税義務者又 特別徴収義務者（次条 「納

税義務者等」 。） 、不足金額（法第 条

第 項 規定 不足金額 。次条 同 ）

過少申告加算金額（法第 条 第 項 規定

過少申告加算金額 。）、不申告加算金額（同条第

項 規定 不申告加算金額 。）又 重加算

金額（法第 条 第 項又 第 項 規定 重

加算金額 。） 、 納入書又

納付書 納入 、又 納付

。

前項 不足金額、過少申告加算金額、不申告加算金

額又 重加算金額 係 納期限 、前条 通知

日 月 経過 日 。

（産業廃棄物処分場税 係 帳簿等 保存義務）

第 条 納税義務者等 、最終処分場 産業廃棄物

から まで

から まで の

は があると める には の

にかかわらず に に る び を す

ることができる

の び

の は

は の においても に す

る の があるまでは の によっ

て することができる

しくはこの の によって

しくは を した

の は の から

までの による しくは を けた

の は しくは

は しくは に る とな

る は を しなければならない には

なく で める による を

に するとともに その により した が

あるときは これを によって しなければな

らない

に る び に する

の の による は

の の の による

は の の び

の の による の の

は で める によって う

に る の の

の を した

の は において

という は の

に する をいう において じ｡ ､

の に する

をいう

に する をいう は

の は に する

をいう があるときは それぞれ

は によってこれらを し は しなけれ

ばならない

の

は に る は の をした

から を した とする

に る の

は への

30 10 31

10 12 31 31
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の について に げる を した はこ

れらの を した

その の の によっては することがで

きない で られる であって によ

る の に されるものをいう この に

おいて じ しくは マイクロフィ

ルム を いて を すること

により するマイクロフィルムをいう を

し は した の に る

しくは は しくは

の の から しなければなら

ない

ごとの された の

の のうち とならない

に るものの びその

その が と める

の

は に し は された

から の に

する を して た を

の の び の その

な に する に する に てなければ

ならない

の

は ま

でに われる の への につい

て する

搬入 次 掲 事項 記載 帳簿又

事項 記録 電磁的記録（電子的方式、磁気

的方式 他 人 知覚 認識

方式 作 記録 、電子計算機

情報処理 用 供 。以下 条

同 。）若 電子計算機出力

（電子計算機 用 電磁的記録 出力

作成 。） 、当該

記載 、又 記録 産業廃棄物 搬入 係 第

条第 項若 第 項又 第 条第 項若

第 項 納期限 翌日 年間保存

。

（ ） 年月日 搬入 産業廃棄物 重量

（ ） 前号 産業廃棄物 課税対象 搬

入 係 重量及 理由

（ ） 他知事 必要 認 事項

（産業廃棄物処分場税 使途）

第 条 知事 、県 納入 、又 納付 産業廃

棄物処分場税額 産業廃棄物処分場税 賦課徴収

要 費用 控除 得 額 、産業廃棄物処理施設

設置 促進及 産業廃棄物 発生抑制、再生 他

適正 処理 関 施策 要 費用 充

。

（産業廃棄物処分場税 適用期間）

第 条 産業廃棄物処分場税 、平成 年 月 日

行 産業廃棄物 最終処分場 搬入

適用 。

第 章 雑則

（委任）

第 条 略

第 章 雑則

（委任）

第 条 略

222

226

231

232 18 31

233 211

１ ２ １

２ ５

１

２

３

３

４ ４

附 則

（施行期日）

条例 、公布 日 施行 。

（鳥取県産業廃棄物処分場税条例 廃止）

鳥取県産業廃棄物処分場税条例（平成 年鳥取県条例第 号） 、廃止 。

（鳥取県産業廃棄物処分場税条例 廃止 伴 経過措置）

前項 規定 廃止前 鳥取県産業廃棄物処分場税条例 規定 処分、手続 他 行為 、

条例中 相当 規定 処分、手続 他 行為 。

１

２

３

この は の から する

の

は する

の に う

の による の の によりした その の は こ

の の する によりした その の とみなす

14 55
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